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■精神障害者通所交通費補助事業の見直しについて

精神障害保健福祉手帳所持者に対する公共交通機関の割引制度の拡充に伴い、
当該補助金について以下の見直しを行います。

令和６年12月１日以降（実施済）
当事業によるサービスを受ける方のうち京阪バスのみを利用する方は、手帳の提示により

割引が受けられる（※）ため、補助の重複となることから対象外としています。

※割引の内容 … 普通旅客運賃５割引、定期旅客運賃（大人）を３割引

なお、電車を利用する方（京阪バスとの併用を含む）については、令和６年度末までの

経過措置として従前のとおり補助の対象としています。

令和７年３月31日（事業廃止）

精神障害者についても、身体障害者及び知的障害者と同様に割引の制度が適用となるため、

交通機関の種類に関わらず補助を行わないこととし、令和６年度末をもって当事業を廃止す

ることとします。
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